
資料４ 

 

「京都はぐくみ憲章」普及啓発事業について 

 

1 「憲章の日」（２月５日）の啓発活動 

  憲章の実践を推進する気運を醸成し，憲章に対する市民の関心と理解を深めるた

め，「憲章の日」（２月５日）に市民に対する啓発活動を実施します。 

 

 ⑴ 街頭での啓発物品の配布 

   京都駅前等でのぼり等を掲示し，市民に啓発物品を配布する。 

 

 ⑵ 京都タワーのライトアップ 

   当日の夜間に京都タワーを特別な色（色は今後検討）でライトアップする。 

 

 

2 「京都はぐくみ憲章」ＰＲホームページの新設 

「京都はぐくみ憲章」の愛称とロゴマークが制定されたことに伴い，より身近で

分かりやすく「京都はぐくみ憲章」を知ってもらうためのＰＲページを開設します。 

   

 ⑴ 画面のイメージ 

   裏面のとおり 

 

 ⑵ 特徴 

  ア 一目で「京都はぐくみ憲章」が分かるように視覚に訴えるページ 

   (ア) 各行動理念をクリックして「憲章マンガ」ページにリンク 

   (イ) 憲章の具体的実践を伝える「イラスト」をスライドショーで表示 

 

  イ Facebook，子育て支援情報発信アプリとの連携 

   (ア)  Facebook 記事が閲覧可能 

(イ) 子育て支援情報発信アプリの紹介・ダウンロードページを掲載 

 

 

 

 



 


